
西沼目自治会 

西沼目自治会は、防犯・防災活動や環境美化活動、福祉活動、会員相互の親睦機会の

推進など、地域の皆さんが住みやすいまちを作るための取り組みを行っています。 

西沼目自治会に入会し、住みやすく楽しい地域づくりに参加しましょう。 

 

●自治会に入会すると 
 市役所や自治会からのお知らせ

が回覧・配布されます。また、地震等

の大規模災害時には地域の支え合

いが必要です。自治会に入会するこ

とで地域住民との連携がスムーズになります。 

●自治会費 
 一世帯あたり月 250円(年額 3,000円)で、組長

が集金し、納入していただきます。また、アパート

等の集合住宅にお住いの方は、月 200 円（年額

2,400円）で、大家さんまたは管理会社に納入して

いただきます。 

●会費の使いみち 
 会員から集めた自治会費は、自治会活動のほ

か、自主防災会や子ども会、老人クラブ、児童見守

り隊等の育成費としても使用しています。また、年

１回、会計監査があり、総会時に報告します。 

●組長の役割 
 組長は輪番制で、任期は原則１年です。 

★主な役割 

会費の集金、印刷物の回覧・配布、総会・組長会議への 

出席、防犯パトロール、公園等の手入れ清掃、防災訓練 

への参加、ごみの排出指導、盆踊り大会・地区体育祭の 

協力、防犯灯故障連絡、訃報連絡など 
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自治会の主な活動と行事 
・総会（3月中旬） 

・組長会議（4 月上旬、7月上旬、11月上旬） 

・組長による公園等の手入れ清掃（5 月上旬） 

・県道花壇の花植え(5 月下旬、11月下旬） 

・盆踊り大会（7月下旬） 

・敬老会（9 月中旬） 

・防災訓練（10 月下旬） 

・市民総ぐるみ大清掃（3月上 

旬、9 月中旬） 

・だんご焼き（1月中旬） 

・防犯パトロール(月 1 回) 

・その他 

伊勢原市 

キリトリセン 

本日、お伺いしたのは 
 
   組の組長       です 

 

※ご記入いただいた個人情報は、自治会活動以外に使用することはありません 
。 
 

※入会にあたり不明な点は、組長または自治
会役員までお問い合せください。 
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